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 はじめに
　就労者が、「クラウドソーシング事業者が
営むインターネットプラットフォームを介し
て発注者に労務（サービス）や成果物の提
供を行う働き方」を、一般にプラットフォー
ムワーク（以下PFワーク）とよぶ1。本特集
における「クラウドソーシング」（以下CS）も、
広くPFワークを指すものであり、本稿の課
題は、PFワークに対する労働法的規律の望
ましいあり方を論じることにある。
　もちろん、ひとくちに「労働法的規律」と
いっても、その内容は多岐にわたる。①仕
事の遂行の仕組み（対面型、非対面型）や、
②受発注の仕組み（マイクロタスク型、コン
ペ型、プロジェクト型）、③PFの採るビジネ
スモデル2（仲介型、非仲介型）が多様であ
るのみならず、④就労者の働き方も3、⑤就
労者が希望する保護の態様も異なる。それ
ゆえ、クラウドソーシングに対する適切な法
的保護を構築するのは、一筋縄ではいかな
いことになる。
　現時点で直ちに、国家による特別な保護立
法を実現することは難しい。また、保護立法
を設ける場合にも、最低基準の設定や契約ル
ールの明確化が中心となると考えられる。そ
こで重要になるのは、集団的な労使関係を
通じた自主的な規範形成である4。しかし、
集団的労使関係が効果を発揮する前提は、
労働者の自発的な団結を通じた権利行使で
ある。それゆえ、PFワークに対する集団法
上の規律を考えるに際して真っ先に考えね
ばならない問題は、そもそも当の就労者（PF
ワーカー）が、「労働組合」あるいは同業者
団体を通じた、集団的な関与を担いうる主

体として自らを認識しているか、というアイ
デンティティの問題である。当の就労者が

「発言」しない限り、自治的な規範形成など
望むべくもないからである。

Ⅰ． PFワーカーの自己意識
１．対面型
　対面型のPFワーカーについては、筆者も
所属するCS研究会が、ヒアリング調査を実
施している。就労者らは、収入が安定しな
いこと、報酬基準が不明確である（一方的
に変更される場合もある）ことに対する不満
を覚えている。さらに、交通事故やPFによ
るアカウント停止など具体的なトラブルも経
験している。しかし、最低限の情報を登録
するだけですぐに働けること、自分の都合の
良い時間を選んで働けることに、就労者らは
満足感を覚えている5。

2．非対面型
（1）全体的傾向
　非対面型においても、この傾向は大きく変
わらないように思われる。①PFワーカー全
体に対する調査として、JIL-PTと連合総研
がそれぞれ2017年に行った調査を見てみよ
う6。就労者らが抱える不満は、主として、
仕事が不安定であり、それに伴い収入も低
く、不安定である点にある7。さらに、4割か
ら5割の就労者が発注者との間でのトラブル
を経験しており8、少なからぬトラブル経験
者（特に専業の就労者）が何も対処せず9、
解決をあきらめている。取引相手に直接、あ
るいはPFを介して間接的にトラブルの処理
を試みた場合でも、――「仕様の一方的変更」
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（54.4%）のように解決可能性の高いトラブル
こそあるものの――「成果物の受領拒否」

（45.5%）、「報酬の不払い・減額」（21.3%）に
ついては解決に結びついていない。
　しかし、現状に満足する就労者は、専業
就労者で49.3％、兼業就労者で56.4％と必ず
しも低くない10。就労継続希望者も全体の5
割近くを占めている11。さらに、「独立自営業
者が働きやすくなるために、今後、整備・充
実すればよいなと思う事柄」について、特に
なしとの回答が37.1%を占めており12、同業
者団体や労働組合への加入希望も多くはな
い。連合総研調査によれば、労働組合に「加
入していないし、加入したくない」（43.1%）が、

「加入している」（15.7%）、「加入していない
が加入したい」（27.3%）を上回る13。同業者
団体についても同様である14。集まること自
体が難しい（37.0%）、集まっても交渉力を高
めるのは困難（19.7%）といった理由こそあ
るものの15、必ずしも積極的に問題を解決す
る志向が高いわけではない受動的な労働者
像が見て取れる。というのも、就労者らがク
ラウドワークを選択した動機は、「収入を増
やしたかった」（48.6%）、「自分のペースで働
く時間を決めることができると思った」

（31.5%）、「自分の夢やキャリアアップのため」
（14.8%）が上位3つを占めている16。現実の
トラブルに照らすと、本当に当初の動機を実
現できているか疑問もある17。しかし就労者
らは、自らが積極的に関与してこのトラブル
を解決することを希望しているようには思わ
れない。

（2）発注類型ごとの傾向
　同様のことは、マイクロタスク型のPFワ
ーカーにも当てはまる。CS研究会による第
１回アンケート調査は、PFワーカーを対象
としているが、回答者の大部分はマイクロタ
スク型ワーカーであるので、これを概観しよ 
う18。マイクロタスク型ワーカーも、報酬の
安さ、仕事の継続性のなさ、利用手数料の
高さ、に不満を抱いている（表21）。トラブ
ル経験数は多くないが、報酬の不払い、過
少払いや、成果物の受領拒否といったトラブ
ルが一定程度生じていることがうかがえる

（表23）。しかし、トラブル解決に向けて「何
もしなかった」者が、PFや発注者に連絡し
た者と同程度存在する（表24・25）。加えて、
就労者がPFに対して報酬額に関する要望を

伝えた場合でも、約5割は報酬額の引き上げ
は実現していない（表19）。労働組合や同業
者団体に参加したくないと答えた者の割合
も6割程度に上る（表6・7）。にもかかわらず、
就労継続希望は全体で約8割に迫るほど高 
い19（表22）。クラウドワークに従事する理
由の大部分が場所的・時間的な制約の少な
さにあり（表5）、生活時間やほかの仕事との
両立に魅力を感じることに照らしても（表
20）、就労環境の改善に積極的に関与するコ
ストを支払いたくない、という労働者像が浮
かび上がる。
　プロジェクト型については、フリーランス
協会を通じてしたCS研究会の第2回調査を見
よう20。プロジェクト型であっても、PFワー
カーの不満は「報酬が安すぎること」、「安定
した報酬を確保することが困難であること」
が「圧倒的に多い」。「報酬の不払い・過少
払い」（20.5%）や「報酬の支払い遅延」（14.5%）
などのトラブルが「比較的多く発生」してい
る。プロジェクト型においては、発注者に直
接連絡した者は比較的多かったが、トラブ
ルを経験しても何もしなかった者（34.3%）
も他の類型と同程度は存在している。にもか
かわらず、これからも就労を継続したいとい
う就労者が多い点も同様である。ただし、労
働組合や同業者団体に対し、「仕事に関する
情報提供・情報交換」（50.4%）を期待する
者は比較的多い点に、対面型やマイクロタス
ク型と異なる特徴がある。

3．さらなる検討の必要性
　以上をふまえると、PFワーカーの像とし
て浮かび上がるのは、全体として、報酬の
安さや不安定さへの不満や、トラブルに巻き
こまれる経験をもちながら、ある程度は我慢
してフリーランスとして働きたいし、「労働
者」としての保護を必ずしも望んではいない、
という像である。確かに、ワーカーの「独立
性が高いほど労働組合への加入に積極的21」
な傾向がみられるなど、プロジェクト型のワ
ーカーを中心に、集団的な規範形成に関与
しうる主体に成長していく余地は十分にあ
る。しかし、現時点において既に、そうした
主体であるとは、必ずしもいえない。
　もちろん、現状に不満を持ちつつも、「労
働法」としての保護を積極的に望まない、と
いうワーカーのメンタリティは、何も日本に
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特有のものではない。例えば、アメリカ・カ
リフォルニア州におけるタクシードライバー
の例を見よう22。アメリカのドライバーは、
1970年代後半以降、フリーランス（独立契
約者）として労働法の保護から除外されて
きた。これに対して、白人・非移民のドライ
バーらによる運動が、労働法の保護を求め
ていた。しかし、とりわけ移民のドライバー
らが、これに反対した。彼らは、しばしば移
民差別を伴う会社からの支配に服すること
を嫌い、日常生活に対する自らのコントロー
ルが失われることに強い忌避感を示したの
である。小事業者（small business）である
という彼らのアイデンティティが――客観的
には矛盾するとは思えないが――労働法上
の保護対象である「被用者」という地位と
の結びつきを拒否したといえる。この事案を
分析した研究者は、就労者のアイデンティテ
ィに関する主張を真剣に受け止める必要が
あると指摘している。
　PFワーカーの社会的なアイデンティティ
が――法的な地位と本来無関係であるにも
かかわらず――法政策に影響を及ぼす可能
性を、真剣に受け止めるべきである。とりわ
け労働社会学等の隣接諸科学と協力して、
PFワーカーに対する本格的な探求を進める
ことが必要とされている。

Ⅱ．労働組合による対応をサポートする法政策
　就労者らが、自らを保護の必要な「労働者」
と認識していないならば、労働組合はこれを
放置してよいのか。そうではない。組合に求
められるのは、そのアイデンティティを尊重
しながら、これらの就労者を組合に包摂す
る努力である。なぜならば、労働者であると
フリーランスであるとを問わず、就労市場に
おいて質の低い仕事であふれかえることと
なれば、全体としての就労環境の悪化は避
けられないからである。PFワークのあり方
は、雇用労働者にも影響を与えるのである。
また、仕事に関する情報提供・情報交換など、
労働組合の自治的機能に対するワーカーら
のニーズが23、一定程度存在していることを
軽視すべきではない。
　法的論点として重要となるのは、PFワー
カーらによる集団的な自主的規範形成の道
を確保することである。すなわち、PFワー
カーらに団結権、団体交渉権や団体行動権

を認め、独立の集団として、あるいは労働組
合と協力して、彼らがクライアントやPF事
業者との間で自主的な規範を形成すること
を保障する必要がある。
　この点に関して懸念されるのは、本年3月
26日に示された「フリーランスとして安心し
て働ける環境を整備するためのガイドライ
ン」（以下「ガイドライン」）である。ガイド
ラインにおいては、「事業者とフリーランス
全般との取引には独占禁止法や下請法を広
く適用することが可能」とされ、「これらの

0 0 0 0

法律に加えて
0 0 0 0 0 0

……現行法上『雇用』に該当
する場合には、労働関係法令が適用される」
とされている24。すなわち、独占禁止法、下
請法の適用が前提とされ、重畳的に労働法
令が適用される構造となっている。しかし、
少なくとも労働法の歴史において、「労働組
合は本質的に競争法の敵25」であった。同ガ
イドラインが、PFワーカーの保護に負の影
響を与えないか、真剣に考える必要がある。
　例えば、確かにガイドラインは、「労働関
係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適
法なものとして認められている……行為につ
いては、独占禁止法や下請法上問題としな
い」とする（2頁）。しかし、脚注3で適法な
行為の例として挙げられているのは、「労働
組合法に基づく労働協約を締結する労働組
合の行為」のみである。集団的な労使関係
秩序は、「義務」や「適法性」をただちに確
定できるとは限らない、流動的な面をもって
いる。ガイドラインの文面からは、例えば苦
情・紛争処理のために集団的な交渉を求め
ることが、経済法上の事業規制に反すると
して取締りの対象となりうるのではないか、
との懸念を払しょくできない。フリーランス
による団結を、明確に法認する解釈論と法
政策が求められよう。
　もっとも、そのための理路は複数考えられる。
アメリカにおいては、シアトル市が、輸送サー
ビスを提供する対面型PFにつき、独立自営
業者であるワーカーに、労働者同様の権利
を保障する条例を策定した例がある26。被用
者を就労市場の不公正競争から保護するた
めには、独立自営業者に労働基本権を付与
してもよい、との理解を反映したものといえ
る。もっとも、こうした考え方は、「労働者
が自分たちの（雇用維持という）利益を追
求するための『ダシ』として自営業者を利用
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するのはいいけれども、自営業者が自分たち
の（報酬引上げという）利益を追求するため
に団体交渉することは許されないという、主
客逆転した結論になってしま」う点で「アク
ロバティック」との見解もあろう27。
　そうであれば、端的にPFワーカーを、原
則的に、労働組合法の「労働者」であると
推定してしまうことも考えられる。ガイドラ
インは、「フリーランス」を、「実店舗がなく、
雇人もいない自営業主や一人社長であって、
自身の経験や知識、スキルを活用して収入
を得るもの28」、すなわち個人就業者に限定
している。この「フリーランス」に当てはま
る者は、まさに個人として市場で劣位に置か
れる者であり、集団法による保護を及ぼすに
ふさわしいのではなかろうか。少なくとも、
集団的労働法も含む労働関係法令の適用の
範囲を、「雇用」概念により画するガイドラ
インの立場には、疑問がある。PFワークは、
雇用＝企業包摂型の就労と異なるがゆえに、
集団的労使関係への参画が一層重要になる。
にもかかわらず、ガイドラインのように従来
的な労働組合法上の労働者性判断基準を墨
守する場合、独立性が高く、それゆえ集団
法に包摂する必要性の高いPFワーカーが、
排除される懸念があるからである。

結びに
　以上、PFワーカーが集団的労使関係の主
体となるための課題について論じてきた。専
業的なPFワーカーの当面のニーズは、最低
報酬保護を除けば、適切な仕事の紹介や教育
訓練、苦情処理といった、「仕事」のコント
ロールにかかわる点にある29。連合は現在、「ネ
ットワーク会員制度」により情報提供を進め
ているが、こうした制度をより拡充していく
ことが望ましいといえる。それと同時に、競
争法規の適用により、PFワーカーの自主的
参加の機会が損なわれないかを絶えず検討す
ることが求められよう。
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